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「生命倫理の4原則」とICRP刊行物138

•生命倫理の4原則 「自律尊重・無危害・善行・正義」

参⇓照

・ICRP刊行物138の付属書B「生物医学の倫理原則」

今日世界的に通用している、上の4原則を参考にし、これになぞら
えるものとして「放射線防護体系の倫理的価値」を構想

⇓

・放射線防護体系を支える中核となる倫理的価値

「無危害/善行・慎重さ・正義・尊厳」



倫理的価値「善行/無危害」

定義「益になることを促す、または行うこと、害を及ぼすのを避ける
こと」（37）

問題点：低線量被ばくのリスクにさらされる当事者に対する‘善行’
の中で、 より高度な‘善行’

× コストベネフィット分析を度外視しても低線量被ばくをできる限
り下げる

○ 被ばく以外の健康危害要因も考慮し、全体として健康を回復
維持（低線量被ばくの相対化）



倫理的価値「慎重さ」

•定義「ある行動の範囲と影響について十分な知
見がなくても得られた説明に基づいて注意深く
考えた上で選択する能力」（42）

焦点「低レベルの被ばく」

･定義の当てはめ「慎重さは，保守主義と同義で
あるとか，決してリスクを避けるという意味にとら
えるべきではない。」



ICRPによる「慎重さ」と予防原則の等置
•政策決定者は「慎重さ」ではなく「予防原則」という言葉を用い
る（47）

•いずれも、「ゼロリスクを要求するとか，最もリスクの小さい選
択肢を選ぶとか，単に名目ばかりの行動を要求するなどと解
釈すべきでない」（48）

• LNTモデルはどのように使用されるか？（パラグラフ49 07年勧告か
らの重引）

• 「いかに小さくてもリスクはいくらかあることを前提とすべきで，
容認できるとみなされるものに基づき防護のレベルが設定さ
れることである。これは，委員会の防護体系および3つの防護
の基本原則に通じるものである。」（ICRP, 2007a）



倫理的価値「正義」
• ICRPが「正義」において想定している事

計画、現存、緊急時いずれのレベルにおいても、個人被ばく線量分布
の不公平を均すこと（54）

この不公平を均す過程に「参加する市民の権利を認める」（≒手続き
的正義）（57）

⇨現存及び緊急時被ばく状況において被ばく線量をできる限り低減させ
ることは、先の「慎重さ」に反すると言う事なのか、「正義」の目指すところ
ではなさそう。

⇨むしろ、地域A住民と地域B住民との間で被ばく線量が不均衡だった場
合、それを正す（自発的に受忍させる）過程に住民自身を参加させること
がもくろまれている。



倫理的価値「尊厳」

•定義「人間の状態を表すひとつの特性であり，人が人であるがゆえ
に備えているもの」⇒個人の自律性は尊厳から帰結（59）

自律尊重⇒インフォームドコンセント

☆ICRP146（パラグラフ57）「大規模かつ長期にわたる汚染につながった原子力事故
や他の産業事故、あるいは自然災害後の世界の経験は国や個人が被災地を容易に放棄
する意思がないことを示している。（Bonaiuto,al et 2016 .）」

ひとつ前のパラグラフ56には、こうした考えがチェルノブイリと福島の経験から獲得
されたという趣旨の記述あり。

⇓

被災地住民は基本的には被災地において生活を継続するものという前提。



被災者の自律性は被ばく管理に参加させることで保障される
• ICRP138 第4章3節「包括性」

•パラグラフ77以下「ステークホルダーの参加」の意味

被災者を被災地に留め置き、被ばく管理の意思決定に参加させる（＝被
ばくの自己管理）

専門家からの被災者の助言＝「エンパワメント」（≒IC）

チェルノブイリと福島のエートス活動に関連する記述

被ばく管理の意思決定に関する関与＝被災者の自律性、尊厳の回復を
助ける一手段（79）

「放射線防護文化」の育成（80）

⇨電離則を無視した道徳の確立？



ICRPが意図している事

•「最適化」原則（＝経済的・社会的要因を考慮に入れ，
被ばくを合理的に達成可能な限り低く保つこと）が道
徳的倫理的に妥当であると示す。

放射線防護体系へ疑念を抱いたり反対したりする
ことを、道徳的悪と見なして封殺？？



翻訳委員会委員
長の鈴木元氏は、
刊行月を2021年
3月と前書きに記
している。



朝日新
聞
2021年5
月11日
配信記
事より

確かに
倫理学
は人文
科学で
はある。
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